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｛補助犬の定義: 聴導犬とは、
第十六条第一項の認定を受けているもの

③聴導犬とは、生活で著し
い支障のある聴覚障害
者のために、ブザー音、
電話の呼出音、その者
を呼ぶ声、危険を意味す
る音等を聞き分け、必要
によって音源への誘導を
行う犬で、認定を受けた
ものをいう。



聴導犬の仕事



Ⅱ：補助犬定義１ ：盲導犬
道路交通法第14条1項で規定し、
第16条第1項の認定を受けるもの｝

①盲導犬は、目の不自

由な方の｢歩行を

安全に保つ｣働きを

し、道路交通法(昭

和35年)第14条第

１項に規定する政

令で定める盲導犬

で、第16条第１項

の認定を受けてい

るものをいう。



道路交通法
第１４条（目が見えない者、幼児、高齢者等の保護）

① 目が見えない者（目が見えない者に準ずる者を含む。以下

同じ。）は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、

又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。

②目が見えない者以外の者（耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。）は、

政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。

③児童（６歳以上13歳末満の者をいう。以下同じ。）若しくは幼児（６歳未満の者をいう。以下同じ。）を保護す

る責任のある者は、交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、児童若しくは幼

児に遊戯をさせ又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。

④児童又は幼児が小学校又は幼稚園に通うため道路を通行している場合において、誘導、合図その他適当

な措置をとることが必要と認められる場所については、警察官等その他その場所に居合わせた者は、こ

れらの措置をとることにより、児童又は幼児が安全に道路を通行することができるようにつとめなければ

ならない。

⑤高齢の歩行者でその通行に支障のあるものが道路を横断し、又は横断しようとしている場合において、当

該歩行者から申出があつたときその他必要があると認められるときは、警察官等その他その場所に居

合わせた者は、誘導、合図その他適当な措置をとることにより、当該歩行者が安全に道路を横断するこ

とができるように努めなければならない。



補助犬法第１６条第1項が定める認定とは

（同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定）

第十六条 指定法人は、身体障害者補助犬とするため

に育成された犬（当該指定法人が訓練事業者として自

ら育成した犬を含む）であって当該指定法人に申請が

あったものについて、身体障害者がこれを同伴して不

特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合

において他人に迷惑を及ぼさないことその他適切な行

動をとる能力を有すると認める場合には、その旨の認

定を行わなければならない



｛補助犬の定義:介助犬とは

第十六条第一項の認定を受けているもの｝

②介助犬は生活で著しい支

障のある肢体障害者のため

に、物の拾い上げ及び運搬、

着脱衣の補助、起立及び歩

行の際の支持、扉の開閉、

スイッチの操作などの補助を

行う犬で、認定を受けたもの

をいう。



盲導犬・介助犬と聴導犬の違い

 盲導犬、介助犬のモビリティ（可動性、機
動性）を重視されている。

 聴導犬は、聴導犬の不在の状況でも、聴
覚障害者の可動性はすでに確保されて
いるとすると、最大の目的は火災や天災、
事故などからのリスク回避であり、「聴覚
障害者に安全と安心」の提供となる。


